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平成２８年度 益田市財政健全化判断比率審査意見書

第１ 審査の対象

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条で定める実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎

となる事項を記載した書類を審査の対象とした。

第２ 審査の期間

平成２９年８月２５日から平成２９年８月２８日まで

第３ 審査の概要

審査に付された平成２８年度決算に係る健全化判断比率が、関係法令に準拠し、適正に算定

されているかどうかを主眼として、算定の基礎となる事項を記載した書類と歳入歳出決算書、

同附属書類等を照合し計数の確認を行うとともに、関係職員の説明を聴取し実施した。

第４ 審査の結果

１ 総合意見

審査に付された下表の平成２８年度決算に係る健全化判断比率は、関係法令に準拠して算定

されており、その算定の基礎となる事項を記載した書類の計数も決算書等と符合し、いずれも

適正であると認められた。

（単位：％）

健全化判断比率 平成２８年度 平成２７年度 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 ― ― １２．７８

連 結 実 質 赤 字 比 率 ― ― １７．７８

実 質 公 債 費 比 率 １５．３ １５．３ ２５．０

将 来 負 担 比 率 １３６．７ １４２．０ ３５０．０

(注)「－」の表示は、実質赤字額及び連結実質赤字額が発生していないことを示す。

２ 個別意見

(1)実質赤字比率について

当年度の一般会計等の実質収支額の合計は、３７３，３４７千円の黒字となっていること

から、実質赤字比率は△２．４８％（△は、黒字を意味している。以下同じ。）で、算定さ

れないことを確認した。
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(2)連結実質赤字比率について

当年度の連結実質収支額は２，３８１，２６４千円の黒字となっていることから、連結実

質赤字比率は△１５．８８％で、算定されないことを確認した。

(3)実質公債費比率について

当年度の実質公債費比率は１５．３％（平成２６年度から平成２８年度までの３か年の平

均の比率）となっており、前年度と同率となっている。これは、早期健全化基準である２５．

０％を下回っている。

(4)将来負担比率について

当年度の将来負担比率は１３６．７％となっており、前年度と比較すると５．３ポイント

改善している。これは、早期健全化基準である３５０．０％を下回っている。

３ 是正改善を要する事項

平成２８年度決算に基づく健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、

昨年同様に、実質赤字が生じていないことから算定されない。

実質公債費比率は、前年度と同率となっている。

将来負担比率は、前年度と比較すると５．３ポイント改善している。

以上の健全化判断比率については、いずれも法令の定める早期健全化基準を下回っている。

数値の上で当面危機的な状況になく、緩やかながら改善を続けていることが確認された。

しかしながら十分な余裕があるわけではなく、地方交付税等の減少傾向を勘案すれば、改

善傾向のさらなる持続が望まれるところである。

公共施設・設備の老朽化に伴う建替えや維持補修コストについては、新病院建設や小学校

耐震化など一段落した部分もあるが、今後も相当な負担となるものと思われる。中長期的な

維持補修コストの把握に努め、財源確保を含め計画的な補修・改修等を進められたい。

（参考）健全化判断比率の算定式

一般会計等の実質赤字額

◆ 実質赤字比率 ＝

標準財政規模

実質赤字比率とは、一般会計等における実質赤字額の標準財政規模に対する割合を示し、一般

会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示したものである。

連結実質赤字額

◆ 連結実質赤字比率 ＝

標準財政規模

連結実質赤字比率とは、赤字額の程度を示す指標で、一般会計等と一般会計等以外のすべての

会計の実質収支額を合算して算定したものである。
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（地方債の元利償還金＋準元利償還金）

－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

◆ 実質公債費比率 ＝

（３か年平均） 標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

実質公債費比率とは、標準財政規模に対する借入金返済額の割合を示す指標であり、低いほど

「財政状態が健全」なことを示すものである。

充当可能財源等＝充当可能基金＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

⇓

将来負担額 － 充当可能財源等

◆ 将来負担比率 ＝

標準財政規模 － 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

将来負担比率とは、一般会計等（地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含

む）が、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する割合を示すもので

ある。将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえる。


